
�愛媛県告示第６８５号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６８６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６８７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６８８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６８９号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

愛媛県立南宇和
病院

南宇和郡愛南町城辺甲２４
３３番地第１ 愛 媛 県

平成２２年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西予市立野村病
院

西予市野村町野村９号５３
番地 西 予 市

平成２２年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西予市立宇和病
院

西予市宇和町卯之町一丁
目２４６番地１ 西 予 市

平成２２年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

愛媛県立三島病
院

四国中央市中之庄町１６８４
番地の２ 愛 媛 県

平成２２年
３月３１日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第１８５０号 平成１９年４月６日

平成１９年４月６日金曜日 第１８５０号

愛 媛 県 報

４３９
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�愛媛県告示第６９０号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６９１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６９２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６９３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６９４号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

公立学校共済組
合四国中央病院 四国中央市川之江町２２３３ 公立学校共済組

合
平成２２年
３月２５日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

愛媛大学附属病
院 東温市志津川 国立大学法人愛

媛大学
平成２２年
３月３１日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

平成脳神経外科
病院

松山市北井門二丁目７番
２８号

医療法人松山平
成会

平成２２年
３月３１日
まで

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 愛媛県立今治病院 中 井 康 成 今治市石井町四丁目５番５号 平成
１９年４月２日

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 笹田循環器内科医院 笹 田 昌 男 西予市三瓶町朝立１番耕地３１０番地４１ 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

陳 光 明 愛 媛 県 立 南 宇 和 病 院 南宇和郡愛南町甲２４３３－１ 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 平成１９年

２月１日

狩 山 憲 二 済 生 会 西 条 病 院 西条市朔日市榎ヶ坪２６９－１ か り や ま 整 形 外 科 西条市大町７０１－２ 平成１８年
５月２９日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 財団法人積善会附属

十全総合病院 大 野 靖 彦 新居浜市北新町１番５号 平成
１９年２月１１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 森 田 真 一 東温市志津川 平成

１９年３月９日

聴覚・平衡・音声・言語及びそ
しゃく機能障害 耳鼻咽喉科 〃 辻 村 美 佳 〃 平成

１９年３月２０日

愛 媛 県 報平成１９年４月６日 第１８５０号

４４０
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�愛媛県告示第６９５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６９６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６９７号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２０００５９ アキラ産業有限会社 今治市松本町五丁目２
番地３ 田 坂 力 就労移行支援

（一般型） ドリーム工房 今治市八町東六丁目４
番２２号

平成１９年
４月１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１４０００５４ 社会福祉法人宇和町社
会福祉施設協会

西予市宇和町久枝甲１４
３４番地１ 土 居 武 生活介護 生活介護事業所いっと

き館 西予市宇和町神領５３４ 平成１９年
４月１日

３８１１４０００５４ 社会福祉法人宇和町社
会福祉施設協会

西予市宇和町久枝甲１４
３４番地１ 土 居 武 就労移行支援

（一般型）
就労移行支援事業所い
っとき館 西予市宇和町神領５３４ 平成１９年

４月１日

３８１４０００１０９ 特定非営利活動法人た
ちばな

南宇和郡愛南町御荘平
城３７０４番地１ 猪 野 信 代 就労継続支援

Ｂ型 ワークハウスたちばな 南宇和郡愛南町城辺甲
８４番地１

平成１９年
４月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

エビスヤ薬局 東温市北方２２０４ 有限会社エビスヤ薬局 平成１９年
４月１日

エビスヤ薬局志津川店 東温市志津川１７１ 有限会社エビスヤ薬局 〃

エビスヤ薬局重信店 東温市志津川１７１セブンスター重信店内 有限会社エビスヤ薬局 〃

マルニ薬局川内店 東温市北方２８８１－５ マルニ調剤薬局有限会社 〃

リブラ薬局 西条市小松町新屋敷甲２０９－６ 有限会社リブラ 〃

今治プリポート薬局 今治市石井町４丁目７－２０ 株式会社プリポート薬局 〃

大丸薬局 新居浜市新田町２丁目１－５４ 大野 高溥 〃

本郷調剤薬局 新居浜市本郷３丁目５－３５ 有限会社新居浜調剤 〃

王子調剤薬局 新居浜市王子町３－２ 有限会社新居浜調剤 〃

アベ薬局 今治市五十嵐甲９２ 阿部 逸男 〃

くすのき調剤薬局 今治市菊間町浜１０３９番地３ 有限会社くすのき調剤薬局 〃

みどり台調剤薬局 西予市宇和町伊賀上１６５６－５４ 有限会社若葉調剤 〃

株式会社東予薬局 新居浜市高田１丁目１－６２ 株式会社東予薬局 〃

愛 媛 県 報平成１９年４月６日 第１８５０号

４４１
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�愛媛県告示第６９８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに新

居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）前田町複合商業施設

新居浜市前田町乙１２１９－１ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

大和ハウス工業株式会社

大阪市北区梅田三丁目３番５号

代表取締役社長 村上 健治

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ユニクロ

山口県山口市佐山７１７番地１

代表取締役社長 柳井 正

青山商事株式会社

広島県福山市王子町一丁目３番５号

代表取締役社長 青山 理

株式会社レデイ薬局

愛媛県松山市南江戸四丁目３番３７号

代表取締役社長 三橋 信也

株式会社西松屋チェーン

兵庫県姫路市飾東町庄２６６番１号

代表取締役社長 大村 禎史

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１９年１０月２９日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

３，０９０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

西泉薬局 新居浜市西泉町９－１３ 株式会社河渕薬局 〃

しんぎ薬局 四国中央市土居町中村１１２１－５ 合名会社信義洋行薬館 〃

アロマ薬局 伊予市灘町２６ 有限会社ヤサカ薬局 〃

寺尾別宮薬局 今治市別宮町３丁目７－２２ 株式会社テラオ 〃

つしま調剤薬局 宇和島市津島町高田甲５９７ 有限会社キタ・ミッテル 〃

そうごう薬局清水店 新居浜市清水町５－３０ 総合メディカル株式会社 〃

真成堂ニューセンチュリー薬局 西条市玉津５８３－５ 有限会社真成堂 〃

いずみ薬局 今治市末広町１丁目６－２２ ハート有限会社 〃

マリン薬局 今治市馬越町３丁目３－１０ ハート有限会社 〃

ひまわり薬局 新居浜市中村松木１丁目１２－５ 有限会社たけだ調剤薬局 〃

ハート調剤薬局 西条市大町７７３－１ 株式会社メディシス 〃

庄内調剤薬局 新居浜市庄内町１丁目１４番３５号 株式会社メディシス 〃

あおば薬局 伊予市下吾川字馬塚９４４－３ 有限会社あおぞら薬局 〃

とも調剤薬局 西予市宇和町上松葉１４６番地１ 有限会社ケンシンファーマシー 〃

守谷薬局 西条市朔日市７９９－１ 有限会社クオレ調剤 〃

かとう調剤薬局 新居浜市高田２丁目４番１８号 加藤 収子 〃

ひまわり薬局 伊予郡松前町大字恵久美７９４－３ 有限会社ひまわり薬局 〃

大間ひまわり薬局 伊予郡松前町大字大間１６４－３ 有限会社ひまわり薬局 〃
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１４４台

イ 駐輪場の収容台数

９０台

ウ 荷さばき施設の面積

１６０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３６．４６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１９年２月２８日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部

商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧

に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第６９９号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

八幡浜市 日土町７番耕地
の一部

平成１７年度から
平成１８年度まで

八幡浜市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 三島宮川の一部 平成１４年度から
平成１８年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

四国中央市 土居� 平成１６年度から
平成１７年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１９年４月６日

�������
�愛媛県告示第７００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、道前道後土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第７０１号
丹原町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（農

業用道路整備事業・石経地区）の施行は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用道路整備事業・石経地区）計画書

の写し

� 丹原町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年４月９日から５月９日まで

３ 縦覧場所

西条市役所丹原総合支所

�������
�愛媛県告示第７０２号
丹原町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（農

業用用排水施設整備事業・願連寺地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・願連寺地区）

計画書の写し

� 丹原町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年４月９日から５月９日まで

３ 縦覧場所

西条市役所丹原総合支所

�������
�愛媛県告示第７０３号
八幡浜市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（農

業用用排水施設整備事業・八幡浜南部地区）の施行は、適当と認め

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 治 樹 東温市樋口５４７番地

愛 媛 県 報平成１９年４月６日 第１８５０号
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られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・八幡浜南部

地区）計画書の写し

� 八幡浜市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年４月９日から５月９日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所

�������
�愛媛県告示第７０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項により、大洲

市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（農業用用

排水施設整備事業・東大洲北地区）の施行を平成１９年３月２２日認可

した。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７０５号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定

に基づき、ヨーネ病の検査を次のとおり実施する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施の目的

ヨーネ病の発生の状況及び動向を把握し、その発生を予防する

ため

２ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲並び実施す

る区域

実施の対象となる牛の範囲 実施する区域

搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育

している雌牛及びこれと同一施設内で飼育

しているその他の牛

宇和島市、北宇和郡（松

野町に限る。）及び南宇

和郡

３ 実施の期日

平成１９年４月６日から平成２０年３月３１日までの間において、所

轄の家畜保健衛生所長が指定する日

４ 検査の方法

家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林水産省令第３５号）に

定める方法で行う。

�������
�愛媛県告示第７０６号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭

和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県八幡浜地方局大洲土木事務

所に備え置いて縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

一級河川肱川水系郷之谷川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成１９年４月６日

３ 廃川敷地等の位置

喜多郡内子町内子４２７７番１地先及び同町内子４２７１番２２地先から

４２７１番１６地先まで

喜多郡内子町内子４２７７番２

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ７２１．４４平方メートル

�������
�愛媛県告示第７０７号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、吉海港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第７０８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（２５００レベルＧＩＳ基盤情報整備作業）

２ 作業期間 平成１８年９月２１日から

平成１９年３月２０日まで

３ 作業地域 東温市

�������
�愛媛県告示第７０９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成１８年５月１５日から

平成１９年３月２３日まで

３ 作業地域 今治市

四国中央市

東温市

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

緑 地
今治市吉海町本庄２９９０番

１から５まで
面積 １３，２５３．０９平方メートル

愛 媛 県 報平成１９年４月６日 第１８５０号
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�愛媛県告示第７１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市大永山字須領切畑場３４４番１

旧 ８．０～２７．０
４．０～２１．０

０．２５７
０．２８７

新 ８．０～２７．０ ０．２５７

〃 〃
新居浜市別子山字別子山乙５５５番７１から

同字乙５５５番１１２まで

旧 ８．０～２７．０
５．０～５０．０

０．１５３
０．１５３

新 ８．０～２７．０ ０．１５３

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番７２

旧 １１．５～２７．０
５．５～９．０

０．０２２
０．０３４

新 １１．５～２７．０ ０．０２２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山筏津乙５０４番１５

旧 ７．０～１９．７ ０．０８１

新 １３．３～２１．３ ０．０８１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山筏津乙５０４番１５ 平成１９年４月６日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大西波止浜港線
今治市大西町九王甲２４２０番３から

同市大西町新町甲８７２番１４地先まで
平成１９年４月６日
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�愛媛県告示第７１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第７１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字蕨生２３４７番２から

同大字２４７５番２地先まで

旧 １０．５～１２．０ ０．０３５

新 １１．９～１４．５ ０．０３５

県 道 西土佐松野線
北宇和郡松野町大字目黒２２８１番２から

同大字２２８５番２まで

旧 １８．５～２０．０ ０．００５

新 ２０．０～２８．５ ０．００５

〃 目黒松丸線 北宇和郡松野町大字富岡２８２０番２

旧 ４．０～７．５ ０．０１７

新 ６．５～８．０ ０．０１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号
北宇和郡松野町大字蕨生２３４７番２から

同大字２４７５番２地先まで
平成１９年４月６日

県 道 西土佐松野線
北宇和郡松野町大字目黒２２８１番２から

同大字２２８５番２まで
〃

〃 目黒松丸線 北宇和郡松野町大字富岡２８２０番２ 〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第６２号

平成１９年３月２６日
伊予郡松前町大字徳丸字西ノ窪４１４番３及び４１４番４

伊予郡松前町大字徳丸３４１番地１

八 束 潤

１８松局建（開）第６３号

平成１９年３月２７日
東温市牛渕字割木１３７番１

松山市二神甲４５２番地甲

中 田 和 邦

１８松局建（開）第６４号

平成１９年３月２７日
伊予郡松前町大字北川原字原端９７２番２

松山市保免西三丁目５番３号

杉本コーポ北号

川 中 秀 和

愛 媛 県 報平成１９年４月６日 第１８５０号

４４６
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公 告

監 査 公 表

�愛媛県告示第７１７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市若宮字堀之内４６３番１の一部、４６３番６の一部、４６３番

７の一部及び４６３番８の一部

２ 申請人の住所氏名

東京都江東区東陽二丁目４番１４－５１４号

吉岡 茂一

３ 図面省略

�公表第１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

愛媛県知事から措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１９年４月６日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

�愛媛県告示第７１８号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年４月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

伊第
１６号

伊予郡砥部町宮内１３９２番地 えひめ中央農業協同組合砥部町
役場出張所

売りさばき人
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
えひめ中央農業協同組合砥部町役場
出張所
売りさばき所
伊予郡砥部町宮内１３９２番地

売りさばき人
伊予郡砥部町宮内１３９２番地
えひめ中央農業協同組合砥部町役場
支所
売りさばき所
伊予郡砥部町宮内１３９２番地

平成１９年
３月１９日

松第
８号

松山市東石井六丁目１２番３２号 宮 内 キミエ 売りさばき人
松山市東石井六丁目１２番３２号
宮 内 キミエ
売りさばき所
松山市東石井六丁目１２番３２号

売りさばき人
松山市東石井町５６６番地４
宮 内 キミエ
売りさばき所
松山市東石井町５６６番地４

平成１９年
３月１６日

松第
７１号

松山市東石井六丁目１１番３２号 松 田 ツル子 売りさばき人
松山市東石井六丁目１１番３２号
松 田 ツル子
売りさばき所
松山市東石井六丁目１１番３２号

売りさばき人
松山市東石井町５７１番地
松 田 ツル子
売りさばき所
松山市東石井町５７１番地

平成１９年
３月１６日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年３月２８日
特定非営利活動法人
Ａｓａｎａｍｉ Ｗｏｒｋ Ｃ
ａｍｐ

西 谷 哲 夫 愛媛県松山市苞木甲２４７番地３
この法人は、社会参加・社会自立を図ろうとす
る障害者・高齢者・青少年の生活に関する相談
に応じ、生活及び生活訓練等を実施する事業、
並びに働く場を提供する事業を行い、地域社会
全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

監 査 対 象 団 体 監 査 年 月 日

社 会 福 祉 法 人 光 と 風 平成１８年９月７日

（監査の結果）

平成１７年度精神障害者社会復帰施設運営費補助金について、補助対象外

経費の事務所賃貸敷金（４５０，０００円）を補助対象経費として交付申請して

いた。 （社会福祉法人 光と風）

（措置の内容）

補助対象外経費については、補助金交付団体に実績報告書の再提出を

求め、平成１９年１月１２日に補助額の再確定を行うとともに、補助金の過

払額の返還を命じ、同年１月１６日に補助金交付団体から返還させた。

愛 媛 県 報平成１９年４月６日 第１８５０号

４４７
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�公表第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年４月６日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

�������
�公表第１２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年４月６日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

また、「愛媛県精神障害者社会復帰施設運営費補助事業取扱要領」の

改正を行うとともに、精神障害者社会復帰施設設置法人に対し補助対象

経費の取扱いについて注意喚起を行った。

今後とも、補助対象経費の取扱いについては実地指導により厳正に確

認を行うことといたしたい。

監 査 対 象 機 関
監 査 年 月 日

団 体 名 基 本 金 等

松山空港ビル株式
会社

設立
昭和５３年１１月１日

資本金の額
１，１２５，０００，０００円

県出資額
３００，０００，０００円

平成１８年１２月２２日

愛媛エフ・エー・
ゼット株式会社

設立
平成５年４月３０日

資本金の額
３，４２７，０００，０００円

県出資額
９３６，０００，０００円

〃

松山観光港ターミ
ナル株式会社

設立
平成１０年４月２３日

資本金の額
６００，０００，０００円

県出資額
２５６，０００，０００円

〃

財団法人
愛媛県埋蔵文化財
調査センター

設立
昭和５２年６月９日

基本金額
５，０００，０００円

県出捐額
５，０００，０００円

〃

財団法人
愛媛県水産振興基
金

設立
昭和４９年１月１４日

基本金額
４２３，０００，０００円

県出捐額
１２０，０００，０００円

〃

財団法人
愛媛県スポーツ振
興事業団

設立
昭和４９年１２月２５日

基本金額
７５０，２０３，５４４円

県出捐額
５００，０００，０００円

〃

社会福祉法人
愛媛県社会福祉事
業団

設立
昭和４７年４月１日

基本金額
１０，０００，０００円

県出捐額
１０，０００，０００円

〃

財団法人
愛媛の森林基金

設立
昭和６１年５月１０日

基本金額
１，０５０，６５３，４８３円

県出捐額
４００，０００，０００円

〃

南レク株式会社 設立
昭和４８年６月１４日

資本金の額
１，５００，０００，０００円

県出資額
４０１，０００，０００円

平成１８年１１月２７日

（監査の結果）

平成１７年度事業に係る出納その他の事務について、それぞれ監査を実

施したところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社 平成１８年１２月２２日

松山観光港ターミナル株式会社 〃

財団法人 愛媛県埋蔵文化財調査セン
ター 〃

財団法人 愛媛県スポーツ振興事業団 〃

社会福祉法人 愛媛県社会福祉事業団 〃

南 レ ク 株 式 会 社 平成１８年１１月２７日

（監査の結果）

平成１７年度において実施された公の施設の管理委託事業に係る出納そ

の他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良好で

あったが、一部の団体において次の事項が認められた。

平成１７年度道後公園管理委託について、パンフレットの作成に替えて

事務用封筒を業者に納品させていたほか、県の承認を得ることなく委託

契約外の広報誌を作成し、県に履行事実と異なる実績報告書を提出して

いた。 （財団法人 愛媛県埋蔵文化財調査センター）

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

愛媛エフ・エー・ゼット株
式会社

愛媛国際貿易センター ３０９，４９３，８００円

〃 愛媛県植物くん蒸所 ２，０９１，７２６円

松山観光港ターミナル株式
会社

松山観光港ターミナル ３２，５６０，６２９円

財団法人
愛媛県埋蔵文化財調査セン
ター

道後公園 ５１，２６２，８９０円

財団法人
愛媛県スポーツ振興事業団

愛媛県総合運動公園 １６８，８７４，６５０円

〃 愛媛県武道館 １８２，９１８，６３９円

〃 えひめ森林公園 ２３，７１７，０００円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉事業団

愛媛県立松前清流園 ２３５，３９８，９６４円

愛 媛 県 報平成１９年４月６日 第１８５０号

４４８
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�公表第１３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年４月６日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

�������
�公表第１４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年４月６日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

〃 愛媛県立重信清愛園 １９８，６２０，３１４円

〃 愛媛県視聴覚福祉センター １１６，８０４，８１１円

南 レ ク 株 式 会 社 南予レクリエーション都市
公園

４５９，４４３，２５０円

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

学 校 法 人 慈 強 学 園 平成１９年２月２１日

松 山 商 工 会 議 所 〃

愛 媛 県 商 工 会 連 合 会 〃

愛 媛 県 人 権 対 策 協 議 会 平成１９年１月９日

愛 媛 県 人 権 教 育 協 議 会 〃

愛 媛 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 〃

重 信 町 商 工 会 〃

北 条 商 工 会 〃

砥 部 町 商 工 会 〃

社団法人 愛媛県私立学校退職金社団 〃

社 団 法 人 愛 媛 県 畜 産 協 会 〃

学 校 法 人 荘 山 学 園 〃

愛 媛 県 漁 業 共 済 組 合 〃

（監査の結果）

平成１７年度において実施された上記団体に対する次の補助金に係る出

納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良

好と認められた。

事 業 主 体 補 助 金 の
名 称 補助対象事業 補 助 対 象

事 業 費 補 助 金 額

学校法人
慈強学園

平成１７年度
私立学校運
営費補助金

東松山幼稚園の
運営費

７３，
９４９，２０４円

３１，
７４６，０００円

〃 平成１７年度
私立学校運
営費補助金
（幼稚園特
殊教育費補
助）

〃 ６，
１２０，０００円

４，
７０４，０００円

〃 平成１７年度
私立幼稚園
子育て総合
支援事業補
助金

東松山幼稚園の
子育て相談事業
等

２，
９４０，０００円

１，
１００，０００円

松山商工会議所 平成１７年度
小規模事業
指導費補助
金

経営改善普及事
業等

２２０，
９５３，３１５円

２０３，
０８６，１８６円

〃 平成１７年度
能力強化研
修事業費補
助金

能力強化研修派
遣事業

３９１，５４０円 ３８４，０００円

愛媛県商工会連
合会

平成１７年度
小規模事業
指導費補助
金

経営改善普及事
業等

２２４，
４２６，７７９円

１９０，
９６７，４１３円

〃 平成１７年度
能力強化研
修事業費補
助金

能力強化研修派
遣事業

８１，６２０円 ６０，０００円

愛媛県人権対策
協議会

平成１７年度
愛媛県人権
対策協議会
補助金

愛媛県人権対策
協議会の運営事
業等

８，
２４０，０５９円

５，
５００，０００円

愛媛県人権教育
協議会

平成１７年度
愛媛県人権
教育協議会
補助金

愛媛県人権教育
協議会の運営費

８，
３９９，９２２円

４，
０００，０００円

〃 第５２回四国
地区人権教
育研究大会
補助金

第５２回四国地区
人権教育研究大
会開催事業

１０，
２４９，９９０円

１，
６００，０００円

愛媛県中小企業
団体中央会

平成１７年度
愛媛県中小
企業団体中
央会補助金

中小企業連携組
織推進指導事業
等

１８４，
１６１，１１１円

１６７，
３８３，３８６円

重信町商工会 平成１７年度
小規模事業
指導費補助
金

経営改善普及事
業等

３３，
２５７，８３９円

２５，
２３８，６６０円

北 条 商 工 会 〃 〃 ３５，
４４２，１７８円

２９，
２２２，９７０円

砥部町商工会 〃 〃 ４２，
６６１，４４１円

３５，
３８８，３３０円

社団法人
愛媛県私立学校
退職金社団

平成１７年度
愛媛県私立
学校退職金
社団補助金

退職金資金の交
付事業

４７９，
６４１，２４８円

６０，
２５０，０００円

社団法人
愛媛県畜産協会

平成１７年度
肉用子牛価
格安定事業
費補助金

肉用子牛価格安
定事業

４８，
２３５，１００円

７，
２８５，４２６円

〃 平成１７年度
肉豚価格安
定事業費補
助金

肉豚価格安定事
業

１９８，
７９２，０００円

４５，
１２７，１２４円

学校法人
荘山学園

平成１７年度
私立学校運
営費補助金

三葉幼稚園の運
営費

１２０，
４０２，８９２円

５８，
５９３，０００円

〃 平成１７年度
私立学校運
営費補助金
（幼稚園特
殊教育費補
助）

〃 ７，
７６５，０１６円

５，
４８８，０００円

〃 平成１７年度
私立幼稚園
子育て総合
支援事業補
助金

三葉幼稚園の子
育て相談事業等

２，
１００，０００円

２，
１００，０００円

愛媛県漁業共済
組合

平成１７年度
赤潮特約共
済事業費補
助金

赤潮特約共済事
業

８８，
９３０，８１５円

２９，
６４３，６７３円

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

愛媛県信用漁業協同組合連合会 平成１９年１月９日

（監査の結果）

平成１７年度において実施された上記団体に対する次の利子補給金に係
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る出納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむ

ね良好と認められた。

事 業 主 体 利子補給金の名称 利 子 補 給
対 象 事 業 利子補給金額

愛媛県信用漁業協
同組合連合会

平成１７年度漁業近代
化資金利子補給金

漁業近代化資
金

２５，２９５，２１０円

〃 平成１７年度漁協等経
営基盤強化対策資金
利子補給金

漁協等経営基
盤強化対策資
金

１９，７９５，４７５円

〃 平成１７年度農林漁業
共同化資金利子補給
金

農林漁業共同
化資金（真珠
養殖漁業経営
安定資金）

９，３６５，６８７円

〃 平成１７年度漁業経営
維持安定資金利子補
給金

漁業経営維持
安定資金

１，３４７，９５０円

平成１９年４月６日 発行
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